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返戻金制度について 
 

当社の職業紹介により就職した求職者が、入社辞退や自己都合により退職した場合、または

本人の責に帰する事由により解雇された場合、次の基準で紹介手数料を返還いたします。 

尚、求人者と当社との契約において下記と異なる取り決めを行う場合がございます。 

 

（１） 入社後１か月未満の場合：紹介手数料の８０％ 

（２） 入社後１か月以上２か月未満の場合：紹介手数料の５０％ 

（３） 入社後２か月以上３か月未満の場合：紹介手数料の２０％ 

 

  


